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１　現在着色食品が非常に多くなって来たが， それら

が食品衛生法に基づいて行なわれているかどうかを観 察

するた めに水溶性タール色素について調査した。　　⌒

理由，許可色素の生産量が少なく有害性タール色素の

うちには，それらを添加した時の着色が， その食品に最

も好まし いものがあり，使 用が極めて簡便 で安価 である

などの理由から有毒性タール色素が使用 されてい る例が

多い。

２　試料の抽出液を二つに分けアンモニアでアルカリ

性 とし ，他方を塩酸酸性 とし白色毛 糸を入れ煮沸ナる。

この試験で着色した場合ク ール色素が存在する。 これ を

更に処理し，酸性クール色素，塩 基性 タール色素 に分類

し表より許可色素か否かを判定する。

３　一流メーカー以 外のサンプ ルについ て着色食品が

食品衛生法に基づいている か否かを検討し た結果 から水

溶性タール色素の許可が48%, 不許可が19%, 不明33%

を示し 七いる。 次に色について見ると，赤，檀， 黄，緑

は不許可が約半分もある事を認めた。


